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株式会社レッグス

　

上記の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インター
ネット上の当社ウェブサイト（https://www.legs.co.jp）に掲載することにより株
主の皆様に提供しております。
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会社の体制および方針
(1)業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法第362条第４項第６号ならびに会社法施行規則第100条第１項お

よび第３項に定める「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）」

の基本方針について、2015年12月25日開催の取締役会において内容の一部改定を

決議しており、その概要は以下のとおりであります。

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

(イ) 当社および当社子会社のすべての取締役および従業員が、社会の構成員

である企業人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動する

ことが求められます。当社は、このような認識に基づき、社会規範・倫

理そして法令などの厳守により公正かつ適正な経営の実現と、社会への

貢献、社会との協調を図ることを行動規範とし、その行動指針であるレ

ッグスグループ理念ブックを策定して当社および当社グループ全体の業

務の運営指針とするものとします。

(ロ) 会社としての不正行為等による不祥事の防止および早期発見、自浄プロ

セスの機動性の向上、風評リスクのコントロール、ならびに社会的信頼

性の確保を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資することを目

的として、「内部通報制度運用規程」を定め、取締役を含む全従業員を

対象として、組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通

報について適正な処理の仕組みを構築します。

(ハ) 当社は、当社および当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項は、定款

および取締役会規程に基づいて取締役会において決定するものとしま

す。また、その他に職務決裁基準に従って決裁区分を明確にします。

(ニ) 当社は、執行役員制を採用しており、執行役員は取締役会で決定した会

社の方針および代表取締役の指示に基づき、責任を持って執行にあたり

ます。

(ホ) 取締役会や執行役員会には監査役が出席し、監査上必要な意見を述べる

ことにより、取締役の職務執行に対する監督機能を強化することとして

おります。

(ヘ) 当社は、財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法に従い、

内部統制報告制度を導入し、財務報告に関する内部統制の整備および運

用を行い、内部監査を実施するものとします。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(イ) 情報の保存・管理

取締役の職務執行に係る情報については、法令、定款および取締役会

規程、文書管理規程、情報システム管理規程等の社内規則に基づき作成
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し、文書または電磁的媒体に適切に記録・保存し、取締役・監査役・会

計監査人等が閲覧可能な状態にて管理するものとします。また、必要に

応じて、運用状況の検証および規程の見直しを実施するものとします。

　なお、保存期間は法令その他特別の定めがある他は、文書管理規程の

保存期間によるものとします。

(ロ) 情報の検索・閲覧の方法

取締役の職務執行に係る情報を必要な情報保護策を付してデータベー

ス化し、新規掲載および改定文書については社内に告知し、周知徹底す

るとともに、取締役および監査役が当該各文書および情報の存否および

保存状況を直ちに検索可能とする体制を構築します。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(イ) 当社は、経営に重大な影響を及ぼす恐れのある事業リスクを適切に認

識・評価するとともに、有事が発生した場合の対応を協議するため、週

１回業務に関する報告会と執行役員会を行い、更に月１回取締役会等を

行うものとします。これらの会議では、事業に関して想定されるリスク

や経営結果、会社運営上の諸問題の報告ならびに協議を行うものとしま

す。

(ロ) コンプライアンスに関するビジネスリスクの他、会社を取り巻くあらゆ

るリスクを分析し、想定されるリスクへの対応方針を検討するにあたっ

ては、顧問弁護士をはじめとする外部専門家等と協力するものとしま

す。

(ハ) 当社は、商品・サービスの品質管理の仕組みを構築し、品質トラブルを

防止するとともに顧客満足度を向上させることを目的として、「ＩＳＯ

統合マネジメントマニュアル」を設け、厳格な運用を行うように努めま

す。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(イ) 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

に、毎月定例取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時に取締役

会を開催するものとし、経営の意思決定の迅速化と、効率的な事業の運

営を行うものとします。

(ロ) 当社は、執行役員制を導入し、取締役会の意思決定機能および監督機能

の強化を図るとともに、その業務執行責任を明確化します。

(ハ) また、会社グループ全体の経営課題および事業戦略についての討議・決

定機関として、取締役および執行役員ならびに子会社役員により構成す

る執行役員会を毎週定期的に開催し、グループ経営課題と戦略の共有化

を図り、経営・事業目標の効率的な達成に努めるものとします。

(ニ) 当社は、各新年度開始前に事業方針発表会を開催し、環境変化に対応し
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た会社グループ全体の将来ビジョンと目標を定めた経営理念、経営目

的、経営指針、遵奉精神ならびに中期方針、単年度方針を全社員に対し

て説明し、上記方針を踏まえた実行計画を策定することによって、職務

執行の効率化に努めます。

(ホ) 予算統制に関しては、経営計画および月次決算に基づいて、子会社を含

む全部門の責任者が参加する進捗対策会議を毎週開催し、各部門の責任

範囲を明確にし、併せて部門活動を管理し、統制するとともに予算と実

績の差異分析を通じて、経営効率の改善および向上を図るものとしま

す。

(ヘ) 取締役会や執行役員会には監査役が出席の上、業務運営状況を把握し、

改善を図るものとします。

⑤ 当該株式会社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

(イ）当社は、取締役会および執行役員会において、グループ情報の一元管理

を行い、子会社の経営陣を指導し、業務の適正化を図ります。

(ロ) 監査役および内部監査室は、連結経営の視点を踏まえ必要があるとき

は、子会社等に対し事業の報告を求め、またはその業務および財産の状

況を調査するものとします。

(ハ) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、管理担当部門を置

き、関係会社管理規程を定めて、状況に応じて必要な管理を行うものと

します。

(ニ) 「取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制」、「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」

「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」

の記載事項のすべてについて、会社グループとしての管理体制を構築・

整備し、運用します。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人（以下「補助使用人」といいます。）を

置くことを求めた場合、取締役は必要な員数および求められる資質について監

査役と協議の上、必要に応じて適任と認められる人員を置くこととしておりま

す。

⑦ 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の補助使用人に

対する指示の実効性の確保に関する事項

(イ) 職務の遂行上必要な場合、監査役は補助使用人を取締役から独立させ

て、取締役から指揮命令を受けない体制をとるものとします。

(ロ) 補助使用人に関する人事考課や懲戒処分等に関しては、監査役の意見を
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尊重するものとします。

(ハ) 取締役および使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査

環境の整備に協力するものとします。

(ニ) 補助使用人は、必要に応じて、弁護士、公認会計士等から監査業務に関

する助言を受けることができるようにするものとします。

⑧ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報

告に関する体制、ならびに子会社の取締役、監査役、その他これらの者に相

当する者、および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に

報告するための体制

(イ) 監査役は、当社および子会社の取締役の執行状況を把握するため、取締

役会、執行役員会、意思決定会議の他、社内重要会議に出席し、また、

稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することで当社または

子会社の取締役または使用人にその説明を求められる体制をとるものと

します。

(ロ) 内部監査室は、監査役の求めに応じ、内部監査の結果を報告するものと

します。

(ハ) 当社は、内部通報制度運用規程に基づく会社グループの内部通報システ

ムの運用により、法令、定款または社内規程に違反する重大な事実、そ

の他コンプライアンス上の重大な問題にかかる通報について、監査役を

通報窓口とする適切な報告体制を確保します。

⑨ 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制

当社は、監査役に報告した者が、当該報告を理由として、不利な扱いを受け

ることがないように内部通報制度運用規程に定めるとともに、当該規程を適切

に運用するものとします。

⑩ 監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続きその他

の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する

事項

当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やか

に処理を行い、また、通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用

する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当役員に事前に通

知することとしております。

監査役が、当該費用の前払いを求めた場合には、その費用が明らかに監査役

の職務の執行に関係しないと認められる費用を除き、速やかに費用の償還また

は前払いに応じるものとします。

　 ⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(イ) 監査役会は、代表取締役社長と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき
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課題、経営環境、リスクおよび監査上の重要課題等について意見交換

し、相互認識と信頼性の向上に努めます。

(ロ) 監査役は、会計監査人との定期的な会合等を通じて緊密な連携を保ち、

積極的に意見・情報交換を行い効率的な監査に努めます。

(ハ) 監査役は、常に内部監査室との連携を保ち、その監査を活用し、監査効

率の向上に努めます。

　 ⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して

毅然とした態度で臨むこととし、これらの勢力・団体からの不当な圧力や金銭

の要求等については断固拒否し、取引関係その他一切の関係を持たない社内体

制を整備します。

　 ⑬ 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、国が示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」

を基本姿勢として、2011年10月に施行された「東京都暴力団排除条例」を遵守

する体制を整備し、適切な体制の維持に努めます。反社会的勢力に対して屈す

ることなく法律に則して対応すること、および各関連規程の充実と周知徹底を

図ります。また、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言や協力を得ること

ができるよう、平素より警察、弁護士、地域企業防衛対策協議会等との連携を

図るように努めます。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、前記の基本方針に基づいて、内部統制システムの整備とその適切な

運用に努めております。当事業年度におけるその運用状況の概要は次のとおりで

す。

① 取締役・使用人の職務執行の法令・定款への適合性および効率性の確保

定例取締役会を毎月１回開催し、定例報告確認事項のほか、取締役会規程に

定められた重要事項について確認・決定するとともに、各議案についての審議、

業務執行の状況等の監督を行っております。定例取締役会においては、弁護士、

税理士の資格を有する社外役員も交えて、活発な意見交換がなされており、意

思決定および監督の実効性、法令・定款への適合性は確保されております。

また、当社は、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化するため執行役

員をおき、意思決定の迅速化・効率化を図っております。

② 損失の危険の管理

当社は、経営に重大な影響を及ぼす恐れのある事業リスクを適切に認識・評

価するとともに、有事が発生した場合の対応を協議するため、週１回業務に関

する報告会と執行役員会を行い、更に月１回取締役会等を開催しております。

これらの会議では、事業に関して想定されるリスクや経営結果、会社運営上の

諸問題の報告ならびに協議を行っております。
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③ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正の確保

当社子会社の経営管理については、取締役副社長が統括しております。各子

会社の代表者は、当社の東京本社で毎週開催される執行役員会と毎月開催され

る定例取締役会に、直接もしくはＴＶ会議システムを介して参加しており、ま

た定例取締役会において、各子会社の業績および営業状況を報告しております。

内部監査室による当社および当社子会社への内部監査も実施しております。

　 ④ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

定例監査役会を毎月１回開催し、当社の業務の状況を鑑みた上で、開催時期

に適したテーマを選び、当社の取締役や執行役員等を必要に応じて招集し、活

発な意見交換を行っております。

また、監査役は、必要に応じて内部監査室長に対して内部監査に関する調査

を求めることができ、会計監査人とも定期的に情報交換を行っております。
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連結株主資本等変動計算書

（2019年１月１日から
2019年12月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 350,000 242,340 5,036,515 △244,025 5,384,830

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △243,596 △243,596

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,163,004 1,163,004

自 己 株 式 の 取 得 △47 △47

自 己 株 式 の 処 分 63,296 63,296

自 己 株 式 処 分 差 損 △19,569 △19,569

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － △19,569 919,407 63,248 963,087

当 期 末 残 高 350,000 222,771 5,955,922 △180,776 6,347,917

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 359,127 50,333 409,460 59,244 5,853,535

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △243,596

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,163,004

自 己 株 式 の 取 得 △47

自 己 株 式 の 処 分 63,296

自 己 株 式 処 分 差 損 △19,569

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△63,256 △11,615 △74,871 △10,128 △85,000

当 期 変 動 額 合 計 △63,256 △11,615 △74,871 △10,128 878,086

当 期 末 残 高 295,870 38,718 334,588 49,115 6,731,622

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1)連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数 ……………… ４社

② 連結子会社の名称 …………… 株式会社エスアイピー

睿恪斯（上海）貿易有限公司

睿恪斯（上海）広告有限公司

睿恪斯（深圳）貿易有限公司

(2)持分法の適用に関する事項

　 該当事項はありません。

(3)会計方針に関する事項

　① 重要な資産の評価基準および評価方法

　 (イ)有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券……………… 償却原価法（定額法）

その他有価証券

　時価のあるもの ………………… 期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動平均法により算

定)

　時価のないもの ………………… 移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合およびそれに

類する組合への出資（金融商品取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）に

ついては、組合契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。

　 (ロ)デリバティブの評価基準および評価方法

デ リ バ テ ィ ブ ………………… 時価法
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　 (ハ)たな卸資産の評価基準および評価方法

商 品 ………………… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)

　② 固定資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

（リース資産を除く）

………………… 定率法

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月

１日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については、定額法を採用しております。

　なお、主な資産の耐用年数は次のとおりで

あります。

建 物 ８～18年

そ の 他 ２～15年

(ロ)無形固定資産 ………………… 定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用）について

は、社内における見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

(ハ)リ ー ス 資 産 ………………… 定額法

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産

　なお、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

　③ 引当金の計上基準

　（イ）貸 倒 引 当 金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

　 （ロ）賞 与 引 当 金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結

会計年度に見合う分を計上しております。
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（ハ）株 式 給 付 引 当 金

　株式給付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年

度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

　④ 退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　⑤ 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

　なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定に含めております。

　⑥ ヘッジ会計の方法

　 (イ)ヘッジ会計の方法

　為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行って

おります。

　 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘ ッ ジ 手 段 ……………… 為替予約

ヘ ッ ジ 対 象 ……………… 外貨建金銭債権債務等

　 (ハ)ヘッジ方針

　外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

　 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一

期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しており

ます。

　⑦ 消費税等の会計処理方法

　 税抜方式によっております。
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２．会計方針の変更

（たな卸資産の評価方法の変更）

　当社における、商品の評価方法について、従来、個別法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)によっておりましたが、当連結

会計年度より、移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法)に変更しております。

　この評価方法の変更は、基幹システムの改修を契機として、より迅速かつ適正な

期間損益計算を行うことを目的としたものであります。

　なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

３．表示方法の変更

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月

16日)に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令

第５号 2018年３月26日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産

は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示してお

ります。

４．連結貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 66,928千円

(2)コミットメントライン契約

　当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とコミットライン契約

を締結しております。

　当該契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

コミットメントラインの総額 4,500,000千円

借入実行残高 －

　 差引額 4,500,000千円

　本契約には、連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の経常損益より

算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 10,840,000株 －株 －株 10,840,000株
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(2)剰余金の配当に関する事項

　① 配当金支払額等

　2019年３月27日開催の第31期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配 当 金 の 総 額 243,596,887円

・１株当たり配当金額 23円

・基 準 日 2018年12月31日

・効 力 発 生 日 2019年３月28日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年

度になるもの

　2020年３月26日開催の第32期定時株主総会決議において次のとおり付議いたしま

す。

・配 当 の 原 資 利益剰余金

・配 当 金 の 総 額 363,192,080円

・１株当たり配当金額 34円

・基 準 日 2019年12月31日

・効 力 発 生 日 2020年３月27日
　
(3)新株予約権に関する事項

発行日 目的となる株式の種類 目的となる株式の数

2012年９月７日 普通株式 　 38,000株

2014年９月５日 普通株式 　 47,000株

(注) 上記には当連結会計年度の末日において、行使期間の初日が到来していないものは含まれてお
りません。

― 12 ―

2020年03月05日 08時27分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については主に預金を中心に安全性の高い金融資産で

運用しております。

　デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引

は行わない方針であります。

　② 金融商品の内容およびそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客信用リスクの影響を受けます。

　投資有価証券は主に満期保有目的の債券およびその他有価証券であり、市場価格

の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体

の財務状況等を把握しております。

　営業債務である買掛金は、ほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対する

ヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッ

ジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述

の連結注記表「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

等、(3)会計方針に関する事項、⑥ヘッジ会計の方法」をご覧ください。

　③ 金融商品に係るリスク管理体制

　 ・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは「販売管理規程」ならびに「与信管理運用基準」に従い、営業債

権について、各営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引

相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収

懸念の早期把握や軽減を図っております。

　 ・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　外貨建債権債務に係る為替予約の実施に際しては「資金運用管理規程」に則

り、業務遂行する体制を確立しております。また、毎月取締役会にて運用結果を

報告しております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しており

ます。
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・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の

管理

　当社グループは各部門からの報告に基づき資金担当部門が、適時に資金繰計画

を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

　④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を

織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価格が変動す

ることがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2019年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められ

るものは、次表には含まれておりません（（注）２を参照ください。）。

(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額 (*)

時価 (*) 差額

(1) 現金及び預金 3,873,889 3,873,889 －

(2) 受取手形及び売掛金 3,158,071 3,158,071 －

(3) 有価証券

　満期保有目的の債券 100,000 100,160 160

(4) 投資有価証券

　満期保有目的の債券 200,000 199,744 △256

　その他有価証券 554,141 554,141 －

資産計 7,886,102 7,886,006 △96

(1) 買掛金 (1,205,258) (1,205,258) －

(2) 未払法人税等 (404,907) (404,907) －

負債計 (1,610,166) (1,610,166) －

　(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
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　(注)１ 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

　 資 産

　 (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

　 (3) 有価証券、(4) 投資有価証券

　これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引

金融機関から提示された価格によっております。

　 負 債

　 (1) 買掛金、(2) 未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

　(注)２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

連結貸借対照表計上額 (千円)

投資事業有限責任組合出資持分 ※１ 2,000

長期未払金 ※２ 159,678

※１ 投資事業有限責任組合出資持分は、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

※２ 長期未払金は役員退職慰労金であり、当該役員の退職時期が特定されていな

いため時価の算定が困難と認められるため、上記表には含めておりません。

　

　(注)３ 金銭債権および満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 3,873,889 － － －

受取手形及び売掛金 3,158,071 － － －

投資有価証券

　満期保有目的の債券 100,000 200,000 － －

合計 7,131,961 200,000 － －
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７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 631円48銭

(2) １株当たり当期純利益 110円26銭
(注) 株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式を、「１株当たり純資産額」算定

上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（前連結会計年度100,000
株、当連結会計年度99,800株）。
また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式
に含めております（前連結会計年度100,000株、当連結会計年度99,800株）。

８．重要な後発事象に関する注記

　 (株式会社ＣＤＧに対する公開買付けによる持分法適用関連会社化)

　当社は、2019年11月27日開催の取締役会において、株式会社ＣＤＧの普通株式を

公開買付けにより取得すること、および資本業務提携契約を締結することを決議し、

2020年１月７日に株式を取得しました。その結果、株式会社ＣＤＧは当社の持分法

適用関連会社となりました。

１．本公開買付けの目的

　業務提携及び資本提携を通じ、顧客ニーズの多様化・複雑化・高度化が進むマー

ケティングサービス事業領域において、当社及び対象者の各々の強みを掛け合わせ

て事業連携を加速させ、当社及び対象者の収益拡大ならびに企業価値及び財務基盤

の向上を図る。

２．公開買付者等の概要

(1)対象者の概要

①名称 ：株式会社ＣＤＧ

②所在地 ：大阪市北区梅田二丁目２番22号

③代表者の役職・氏名 ：代表取締役社長 小西 秀央

④事業内容 ：マーケティングコミュニケーションサービスの提供

　 セールスプロモーションの企画立案・実施

　 顧客の営業活動全般におけるソリューションの立案・実

　 施

⑤資本金 ：450,000千円

⑥設立年月日 ：1974年４月10日

(2)取得した株式の数ならびに持分比率

　2,510,405株 44.42％

(3)株式取得日

　2020年１月７日
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（資金の借入)

　当社は、2019年11月27日開催の取締役会決議により、以下のとおり借入を実行い

たしました。

(1)資金使途 ：公開買付けに必要な資金

(2)借入先 ：株式会社みずほ銀行

(3)借入金額 ：3,595百万円

(4)借入金利 ：基準金利＋スプレッド

(5)借入実行日 ：2020年１月６日

(6)返済期日 ：2020年７月６日

(7)担保提供資産又は保証の内容 ：なし

（投資有価証券売却益の計上）

　当社は、保有する投資有価証券の一部を売却したことにより、投資有価証券売却

益が発生いたしました。これにより2020年12月期第１四半期連結会計期間に投資有

価証券売却益（特別利益）450百万円を計上いたします。

９．その他の注記

　（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を

株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高

めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプランとして、「株

式給付信託（J-ESOP）」（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。

　（１）取引の概要

　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社

の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。

　当社は、従業員に対し役職等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給

権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員

に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、

信託財産として分別管理するものとします。

　（２）信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度の当該自己株

式の帳簿価額は71,257千円、株式数は99,800株であります。
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株主資本等変動計算書

（2019年１月１日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 350,000 138,550 103,790 242,340 24,062 4,843,681 4,867,743

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △243,596 △243,596

当 期 純 利 益 1,180,042 1,180,042

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分

自 己 株 式 処 分 差 損 △19,569 △19,569

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － △19,569 △19,569 － 936,445 936,445

当 期 末 残 高 350,000 138,550 84,221 222,771 24,062 5,780,127 5,804,189

株 主 資 本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計

自己株式
株主資本
合 計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △244,025 5,216,059 359,127 359,127 59,244 5,634,430

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △243,596 △243,596

当 期 純 利 益 1,180,042 1,180,042

自 己 株 式 の 取 得 △47 △47 △47

自 己 株 式 の 処 分 63,296 63,296 63,296

自 己 株 式 処 分 差 損 △19,569 △19,569

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△63,256 △63,256 △10,128 △73,384

当 期 変 動 額 合 計 63,248 980,125 △63,256 △63,256 △10,128 906,740

当 期 末 残 高 △180,776 6,196,184 295,870 295,870 49,115 6,541,171

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1)有価証券の評価基準および評価方法

① 子会社株式等 ………………… 移動平均法による原価法

② 満期保有目的の債券……………… 償却原価法（定額法）

③ その他有価証券

時価のあるもの ………………… 期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの ………………… 移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合およびこれ

に類する組合への出資（金融商品取引法第

２条第２項により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。
　
(2)デリバティブの評価基準および評価方法

デ リ バ テ ィ ブ ………………… 時価法
　
(3)たな卸資産の評価基準および評価方法

商 品 ………………… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方

法)
　
(4)固定資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

………………… 定率法

　ただし、1998年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については、定額法を採用しており

ます。

　なお、主な資産の耐用年数は次のとおり

であります。

建 物 ８～18年

機械及び装置 ２～10年

器具及び備品 ２～15年
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② 無 形 固 定 資 産 ………………… 定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

③ リ ー ス 資 産 ………………… 定額法

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産

　なお、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。

(5)外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

　

(6)引当金の計上基準

　① 貸 倒 引 当 金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

　② 賞 与 引 当 金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業

年度に見合う分を計上しております。

　③ 退 職 給 付 引 当 金

　従業員の退職給付に備えるため、自己都合要支給額を退職給付債務とする方法

（簡便法）により、当事業年度末における退職給付債務額を計上しております。

　④ 株 式 給 付 引 当 金

株式給付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末

における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
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(7)ヘッジ会計の方法

　① ヘッジ会計の方法

　為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行って

おります。

　② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘ ッ ジ 手 段 ………………… 為替予約

ヘ ッ ジ 対 象 ………………… 外貨建金銭債権債務等

　③ ヘッジ方針

　外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

　④ ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一

期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しており

ます。

　

(8)消費税等の会計処理方法

　 税抜方式によっております。
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２．会計方針の変更

(たな卸資産の評価方法の変更)

　連結注記表の「２．会計方針の変更」に同一の内容を記載しているため、注記を

省略しております。

３．表示方法の変更

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

　 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月

16日)に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令

第５号 2018年３月26日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投

資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しておりま

す。

４．貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 58,272千円

(2)関係会社に対する短期金銭債権 352,232千円

(3)関係会社に対する短期金銭債務 19,907千円

(4)偶発債務

　 連結子会社の銀行借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。

　 睿恪斯（上海）貿易有限公司、睿恪斯（上海）広告有限公司

契約極度額 61,583千円

借入実行額 －千円

差引額 61,583千円

(注) 上記の契約極度額は、睿恪斯（上海）貿易有限公司と睿恪斯（上海）広告有限

公司の合算金額となっております。

　 睿恪斯（深圳）貿易有限公司

契約極度額 62,680千円

借入実行額 －千円

差引額 62,680千円

(5)コミットメントライン契約

　 連結注記表の「４．連結貸借対照表に関する注記」に同一の内容を記載している

ため、注記を省略しております。
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５．損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引高 売 上 高 1,414,542千円

仕 入 高 21,790千円

販売費及び一般管理費 56,777千円

　

６．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 348,831株 49株 91,200株 257,680株

（注）株式給付信託（J-ESOP）制度導入に伴い、信託口が保有する当社株式

99,800株を当事業年度末の株式数に含めております。

７．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金 3,105千円

賞与引当金 32,145千円

未払役員退職慰労金 48,893千円

退職給付引当金 81,756千円

株式給付引当金 16,345千円

新株予約権 15,039千円

商品評価損 17,516千円

未払事業税 26,148千円

関係会社出資金評価損 9,186千円

その他 17,581千円

繰延税金資産小計 267,720千円

評価性引当額 △80,805千円

繰延税金資産合計 186,914千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △130,510千円

繰延税金負債合計 △130,510千円

繰延税金資産純額 56,404千円

　

― 23 ―

2020年03月05日 08時27分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



８．関連当事者との取引に関する注記

　当社の子会社

種類
会社等
の名称

所在地
資本金
または
出資金

事業の内容
議決権等
の所有割合

(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社
株式会社
エスアイ
ピー

東京都
港区

10,000千円

マーケテ
ィングサ
ービス事
業

(所有)
直接 100.0

当社販促製
作物の販売
等
役員の兼任

商品の
販売
(注)

1,414,542

売掛金 170,432

未収入金 177,833

上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税が含

まれております。

（取引条件ないし取引条件の決定方針等）

(注) 商品の販売については、他の取引先と同様の一般的な取引条件で行っており

ます。

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 613円48銭

(2) １株当たり当期純利益 111円87銭
(注) 株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式を、「１株当たり純資産額」算定

上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（前事業年度100,000株、当
事業年度99,800株）。
また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式
に含めております（前事業年度100,000株、当事業年度99,800株）。

10．重要な後発事象に関する注記

(株式会社ＣＤＧに対する公開買付けによる持分法適用関連会社化)

　連結注記表の「８．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載している

ため、注記を省略しております。

(資金の借入)

連結注記表の「８．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載している

ため、注記を省略しております。

(投資有価証券売却益の計上)

連結注記表の「８．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載している

ため、注記を省略しております。

11．その他の注記

該当事項はありません。
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